
1/1 

白石町発注工事における現場代理人の取扱い 新旧対照表 

現行 改正案 

４ 他の工事の現場代理人との兼任を認める要件 ４ 他の工事の現場代理人との兼任を認める要件 

約款第10 条第3項の規定に基づく現場代理人の他の工事の現場代理

人との兼任を認めるに当たっては、工種の限定は行わない。また、現場

代理人は、発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとることができ、

発注者又は監督員が求めた場合には、当該工事現場に速やかに向かう等

の対応を行うことが求められる。 

その他の要件は、次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 兼任する工事等の請負金額等（工事請負金額及び建設関連維持管理

業務委託金額をいう。）の合計は、当初契約額（消費税込）で8,000

万円未満とする。ただし、次の工事を含まないものであること。 

ア 現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要す

るもの 

イ 現場代理人が監理技術者を兼任する工事 

 

５～７ （略） 

 

 

 

 

 

約款第10 条第3項の規定に基づく現場代理人の他の工事の現場代理

人との兼任を認めるに当たっては、工種の限定は行わない。また、現場

代理人は、発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとることができ、

発注者又は監督員が求めた場合には、当該工事現場に速やかに向かう等

の対応を行うことが求められる。 

その他の要件は、次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 兼任する工事等の請負金額等（工事請負金額及び建設関連維持管理

業務委託金額をいう。）の合計は、当初契約額（消費税込）で9,000

万円未満とする。ただし、次の工事を含まないものであること。 

ア 現場代理人が主任技術者を兼任する工事で主任技術者の専任を要す

るもの 

イ 現場代理人が監理技術者を兼任する工事 

 

５～７ （略） 

 

 

 

 

 

 


